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１．国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律）と長野市国民保護計画の関係

国民保護法

◎ 武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産

を保護するため、必要な事項を規定

○国や地方公共団体等の責務

○住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置

○武力攻撃災害への対処、その他の国民保護への措置 など

◎ 指定行政機関（防衛省、厚生労働省など）、県及び市町村に

「国民保護計画」の策定の義務付け

※ 本市においては、平成19年２月に「長野市国民保護計画」を策定
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２．「市国民保護計画」の変更手続き

「市国民保護計画」を変更する場合は、県に「軽微な変更」か「軽微な変更でないか」を

事前相談し、県では法施行令第５条に規定される「軽微な変更」に該当するか判定を行う。

判定後はそれぞれの手続きに従い変更する。ただし、いずれの場合も市議会に報告しな

ければならない。

県で法施行令第５条に規定される「軽微な変更」に該当するか判定
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変更回数
変更期日

変更内容
県との事前
相談結果

第５回
（平成31年４月）

◎「国民保護法」等法律の改正、「国民の保護に関する基本指針」（内閣
府）及び長野県国民保護計画の変更に伴う変更
○武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段
の整備
・緊急情報ネットワークシステム（エムネット）、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を追記

○弾道ミサイル攻撃への対応
・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達及びミサイル落下
時の行動について周知に努めることを追記

○記載表現変更
・災害時要援護者 → 避難行動要支援者

○救援事務の移管
・厚生労働大臣 → 内閣総理大臣

○安否情報システムの整備に伴う同システム活用を追記
◎長野市の人口推移に伴う時点修正 など

軽微な変更

4３．第５回長野市国民保護計画の変更内容

※ ６月市議会定例会で変更報告を行う



４．第１～４回長野市国民保護計画の変更内容及び市議会への報告の有無

変更内容 県との事前相談結果 市議会への報告

計画策定
（平成19年２月）

平成19年３月市議
会定例会に報告

第１回
（平成19年５月）

○市行政機構改革による変更
助役 → 副市長、 収入役 → 削除

軽微な変更 していない（※）

第２回
（平成20年８月）

○指定地方行政機関等の名称変更
東京防衛施設局 → 北関東防衛施設局
日本郵政公社 →      郵便事業株式会社

○市行政機構改革による変更
上下水道事業管理者を追加
水道局長 → 上下水道局長

軽微な変更 していない（※）

第３回
（平成22年１月）

○市の公表面積等の改定による変更
面積 → 更新
周囲 → 削除

軽微な変更 していない（※）

第４回
（平成24年８月）

○信州新町及び中条との合併による変更
面積、人口、地図、道路図 → 更新

○長野電鉄屋代線の廃止による変更
路線図 → 更新

軽微な変更 していない（※）
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※ 第５回変更作業を行う過程で、第１～４回の変更について市議会に報告していないこと
が判明



５．市議会への報告がされていなかった理由

県との事前相談によりいずれの変更も「軽微な変更」と判定され、市議会への報告は

不要であると法を誤って解釈していたもの
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６．市議会への報告の遺漏防止策

法や国の指針等の正確な理解に努めるとともに、改正・変更を注視し、改正等が行わ
れた場合は、計画の変更の必要性、手続き方法等について、複数の職員で検討を行う。

また、法令等に沿った適正事務処理を推進するため、職員の知識の習得、資質向上
に向けた職場研修を随時実施していく。

７．第１～４回変更の市議会への報告

第５回変更報告と合わせ６月市議会定例会で報告を行う



８．報告スケジュール

4月26日（金） 部長会議

５月８日（水） 政策説明会

６月定例会 第１～５回の計画変更報告
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